
学校だより：  
 第３８号   令和２年１１月１３日（金）発行 発行責任者 校長 馬場廣明 

２学期期末テストが１８日（水）に行われます！！ 
２学期の期末テストが来週の１８日（水）に全学年で行われます。すでにテスト範囲は配付されてお

り、計画的に学習は進められているかと思います。特に明日・明後日の土・日曜日は各家庭でしっかり

と学習し、テスト本番に備えてください。なお、１５日（日）からテスト前日の１７日（火）までは諸

活動は休止となります。先日配付されました通知票から、得意教科は更に点数を伸ばし、苦手教科（評

定の納得しない教科）は、少しでも点数が取れるよう努力をしてください。 

学年・学級 １校時 ２校時 ３校時 ４校時 ５校時 

１  年 英 語 理 科 社 会 国 語 数 学 

２  年 数 学 英 語 理 科 社 会 国 語 

３  年 社 会 国 語 数 学 英 語 理 科 

りんどう 数 学 理 科 国 語 作 業 生 単 

※ ６校時目は体育館で全校集会、ＳＯＳ教室が開催されます。 

第５回校内授業研究会「保健体育」が行われました。 
 昨日の５時間目に２年１・２組で●● ●先生の保健体育の授業研究が行われました。単元名は器

械運動の「跳び箱運動」でした。今年度の本校の現職教育の研究主題は「主体的に学び、自己を表現で

きる生徒の育成」とし、副主題に「主体的、対話的で深い学びを目指して 学び合うことのできるグル

ープ作り」としています。今回は須賀川市学校教育アドバイザーの●●●●先生を講師にお招きし、ご

指導をいただきました。また、須賀川市教育委員会学校教育課の指導主事の先生と市内の小学校の先

生にもご参加いただきました。 

 授業では終始、生徒たちが生き生きとした姿で跳び箱運動に親しんでおり、本時のねらい（①発展技

の出来映えを高めている。②仲間の演技の課題や出来映えを伝えている。）は十分に達成できていたと

思われます。特に跳び箱運動はできる・できないが他者から見てはっきりと分かる運動でもあり、生徒

が技をできたときの喜びは体全体で表現していたのが、とても印象的でした。 

 最後に、●●先生より「学びを見つけ、学びを伸ばし、学びを育てる授業の展開」と「対話して考え

る体育の授業の実践」が今後の学習指導のキーワードになるとご指導いただきました。今回の授業を

参観して、改めまして２年生の生徒の皆さんの頼もしさや力強さを強く感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２年生の生徒が生き生きとした姿で取り組む「跳び箱運動」より） 



県書道連盟展で２名の生徒が入賞しました！ 
 １１月５日付けの福島民報新聞にも掲載してありましたが、第４４回県書道連盟展で１年生の２名

の生徒が見事に入賞を果たしました。おめでとうございました。 

 ◎ 福島民友新聞社賞  ●● ●● さん（１の１） 

 ◎ ＮＨＫ福島放送局賞 ●● ●● さん（１の１） 

学校と須賀川警察署との連絡協議会より 
 １１日（水）に岩瀬地区小中学校警察連絡協議会があり、私と生徒 

指導主事の●●●●先生が出席してきました。会では須賀川警察署生 

活安全課の●●●●様より「ＳＮＳに起因する犯罪から子どもを守る 

ために」と題し、ご講話をいただきました。そのなかで特に中学生・ 

保護者の皆様に今後注意していただきたい内容がありましたので、各 

ご家庭におかれましても、ご指導をよろしくお願いいたします。 

□ 「あとがこわい」で被害防止 スマホの約束６か条 

 あ： 会わないで！（知らない人と） 

 と： 撮らないで！（自分の裸を）      ※ スマートフォンは便利な反面、使い方次第では犯罪 

 が： 画像を送らないで！           やトラブルに巻き込まれます。正しい使い方で被害に 

 こ： 個人情報を載せないで！         遭わないようにしましょう。 

 わ： 悪口を書き込まないで！ 

 い： いじめないで！（ネットを使って） 

□ フィルタリングを必ずしましょう！ 

  携帯電話大手３社が提供する「安心フィルター」などでは、簡単な設定で①②③のフィルタリング 

が可能です。 

 ① 携帯電話回線による接続 

 ② 無線 LAN回線（Wi-Fi）による接続 

 ③ アプリによる接続 

保護者の方へ：子どもたちをインターネット犯罪被害から守るため、使用時間やアプリの制限など 

子どもの年齢に応じたルールを子どもといっしょに作りましょう。 

□ オンラインゲーム利用時における注意点 

● オンラインゲームの出会いも危険！ 

  オンラインゲームではチャット機能等を通じて、他の利用者と知り合うことができます。知り 

合った相手とは、SNS 等の通信手段で連絡を取り合う傾向があり、その結果、誘拐や性犯罪などの 

被害に発展しています。利用者のなかには、性別や年齢等を偽って、 

子どもたちの悩みなどを聞き出し、物やお金をくれたり、泊まる場所 

を提供するなどと、言葉巧みに誘い出す人もいます。 

 ● 高額課金に注意！ 

   クレジットやキャリア決済（携帯会社等の料金に加算される決済方 

法）などは、便利な反面、お金を使用している感覚が薄いため請求が 

高額になってしまう可能性があるので注意が必要です。 

 

～ 本校ホームページ、アクセス数１１８万件を突破しました。今後ともよろしくお願いいたします。 ～ 


